＜債　権　回　収＞

副題＝頭脳的な債権回収方法

２．債権回収のための「初動調査＝債務者の状況把握」
債務者が期限到来しても代金を支払わない、此の儘では売掛金が焦げつきそうだという時、債権回収のための初動調査としては、先ずは直聴調査（債務者本人と面談し直接事情聴取すること）によるのが基本だが、その時は既に債務者本人の消息が知れないということもある。そのような事態に至っては、従業員、家族、取引先、債務者本人の日頃の立ち回り先などに当たり情報収集に走るというのが一般的なのだが。
それは扨措き債権者として一番先に押えなければならないのが債務者の経営状況、資産状況等のこと、即ちその時点における債務者の信用状態や信用回復の見込みなどのことである。それも単なる聞き込みによる内定調査（本人に知られないように関係者、周辺から情報収集すること）だけでは確証が得られるとは限らない。
その点では、内定調査を進めると同時に、どれだけ確証ある情報が得られるかというのが最も重要だ。例えば債務者の資産、負債状況（例：担保設定に関る所有物）や債務者の身分の変動に関わるものとしては、公示されている不動産、商業、法人、自動車等の登記・登録簿等の公簿で、個人に関しては戸籍・住民票等で確認することができる。
資産の変動に関しては、土地建物は不動産登記簿、車両（自動車・建設用重機等）は自動車登録事項証明、代表者の異動（変更）や営業内容（目的）資本の増減（事業の拡大縮小）解散、清算等（営業の有無）等の状況については商業・法人登記簿で、債務者本人の状況（離婚、離縁、登録住所の移転等）については、戸籍謄本、戸籍の附票、住民票、住民票の除票等で、建設業者のように許可業者であれば、許可の取消がないかどうか許可業者名簿でも確認することができる。
これら公簿や戸籍簿等の記載に何らかの異変（例：国公税・労働社会保険料滞納処分・破産・競売等による差押・仮差押・仮処分等）があれば、又経営破綻その他疑わしき重大なる事実（親族、知人等への不動産の仮装譲渡・架空抵当権の設定、偽装離婚等による財産隠匿、取込詐欺・詐害行為・計画倒産等）がありそうな場合、それらの事実を把握する上で、公簿上の記載内容を手掛かりに情報分析し、その他裏付となる信用調査情報（経済情報誌・経済・人事興信所データ）や聞き込みによる伝聞情報などと突合せた上での総合判断において、それが有効的債権回収手段における端緒となることがある。
　因みに、これらのうち公示制度のあるもの（前述：不動産、商業、法人、自動車等に関する公簿等）については、債権者本人が関係官公署にて閲覧若しくは交付申請することができるが、個人のプライバシーに関わるような戸籍簿、住民票等については、債権者と雖も他人が申請することは一定の制限ないし不許可の対象とされている場合があるので、その場合は弁護士や行政書士、司法書士などに相談依頼し、法に抵触しないよう留意すべきである。（次回に続く）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【行政書士　根角香織】
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